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　妊娠・出産・育児に関する主な母子保健サービスの流れ

　

　

　母子健康手帳の交付

　妊娠・出産・子育てケアプラン

　妊婦一般健康診査受診票・子宮頸がん検診票

　妊婦歯科健康診査受診票

　新生児聴覚検査費用助成事業受検票兼助成券

　妊産婦医療費給付事業

　受診票などの取扱いについて

　里帰り先での受診について

　ハロー赤ちゃん教室

　産前・産後サポート事業

　出生届

　赤ちゃん誕生連絡票

　乳児一般健康診査受診票

　産婦健康診査受診票兼助成券

　乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）

　子育てケアプラン

　産後ケア事業

　産前・産後サポート事業

　ハッピーベビー教室

　モグモグ離乳食教室

　妊産婦・乳幼児相談・訪問指導

　

　乳幼児相談

　1歳児、2歳児、2歳6か月児健康相談

　1歳6か月児健康診査

　3歳児健康診査

　乳幼児健康相談・健康教育

　予防接種

　こどものそだちの相談

　

　

　妊婦のための支援給付・相談支援

　出産育児一時金

　児童手当

　子ども医療費給付事業

　宮古市在宅子育て支援金

　宮古市妊産婦アクセス支援事業

　宮古市低所得の妊婦に対する初回産科受診料助成事業

　身体障害者手帳

　療育手帳

　特別児童扶養手当

　障害児福祉手当

　心身障害者扶養共済制度

　重度心身障害者 医療費給付事業

　小児慢性特定疾病医療費助成制度

　補装具費・日常生活用具の支給

　障害児通所支援給付費

　児童発達支援

　計画相談支援 （障害児支援利用援助）

　養育医療

　児童扶養手当

　女性相談事業

　ひとり親家庭等医療費給付事業

　宮古市生殖補助医療費等費用助成事業

　特定不妊治療交通費助成

　不妊・不妊治療に関する全般的な相談について

　

　

　子育て支援センター 「にこにこルームみやこ」

　つどいの広場

　乳幼児期家庭教育学級

　ブックスタート事業

　おはなし会・こども映画会

　

　

　教育認定・保育認定

　保育の必要量について

　申請時期

　利用の流れ

　認定こども園と保育所 （園）等の違いは？

　幼稚園・認定こども園・保育所・家庭的保育事業所・児童館一覧

　

　

　一時保育

　宮古市ファミリーサポートセンター

　ホームスタート(子育て世帯訪問支援)

　病後児保育 「キッズケアルーム “のぞみ”」

　こども誰でも通園制度

　こどものための主な災害時持ち出しリスト
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宮古市 妊娠・出産・育児に関する

主な母子保健サービスの流れ

母子健康手帳交付日 < お渡しするもの >

　母子健康手帳

　妊婦一般健康診査受診票（１４枚）

　子宮頸がん検診票（１枚）

　妊婦歯科健康診査受診票（１枚）

　新生児聴覚検査費用助成事業受検票兼助成券（１枚）

　産婦健康診査受診票兼助成券（２枚）

　赤ちゃん誕生連絡票

　低体重児出生届

　妊産婦医療費受給者証 (申請手続きが必要です )

妊娠中 　妊婦一般健康診査・子宮頸がん検診（妊娠初期）

　妊婦歯科健康診査

出産後   【出生届】生まれた日から数えて１４日以内に届出

　場　　　所：宮古市役所総合窓口課

　　　　　　　田老・新里・川井総合事務所

　　　　　　　崎山・花輪・津軽石・重茂・川内・小国・門馬出張所

　必要なもの：出生届・母子健康手帳・健康保険証等

　　　　　　　通帳・赤ちゃん誕生連絡票・両親のマイナンバー

< お渡しするもの・手続きなど >

　乳児一般健康診査受診票・予防接種予診票

　子ども医療費受給者証（申請手続きが必要です）

＊その他児童手当等の手続きがあります。

入院中 　新生児聴覚検査（生後約１週間以内）

産後２週間・４週間 　産婦健康診査　　　　　　　医療機関

１か月 　１か月児健康診査　　　　　医療機関

３か月 　３～４か月児健康診査　　　医療機関

６か月 　６～７か月児健康診査　　　医療機関

９か月 　９～１０か月児健康診査　　医療機関

１歳 　１歳児健康相談　　　　　　宮古保健センター

１歳６か月 　１歳６か月児健康診査　　　宮古保健センター

２歳 　２歳児健康相談　　　　　　宮古保健センター

２歳６か月 　２歳６か月児健康相談　　　宮古保健センター

３歳３か月 　３歳児健診健康診査　　　　宮古保健センター

訪
問
型
産
後
ケ
ア
事
業

産
前
・
産
後
サ
ポ
ー
ト
事
業

通
所
型

産
後
ケ
ア
事
業
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第１章　新しい命のためにできること　～妊娠から出産まで～

妊
娠
か
ら
出
産
ま
で

○母子健康手帳の交付

母子健康手帳は、妊娠中だけでなく、

赤ちゃんが生まれてから就学前までの育

児の記録になるものです。

手帳の記録は次の妊娠、出産、育児の

大切な資料となるだけでなく、予防接種

の証明としても使われます。

外国語版（英語、中国語、インドネシア語、タガ

ログ語版）も用意しています。 

 

第 章 新しい命のためにできること ～妊娠から出産まで～

妊娠おめでとうございます。

妊娠中は新しい命を授かった喜びや、つわりなどで起こる体調の変化、これから始まる育児や

生活への期待と不安が入り混じっている時期かもしれません。

市では、大切な家族を迎えるまでの妊娠・出産の時期を安心して過ごすことができるよう、さ

まざまなサポートを行っています。

 
≪妊娠期からの支援・健康管理≫ ■問い合わせ：健康課 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○妊婦一般健康診査受診票・子宮頸がん検診票

妊婦さんとお腹の赤ちゃんの健康を確認し、妊娠が順調かどうかを診る大切な健診です。妊婦

一般健康診査受診票は妊娠中に１４回、子宮頸がん検診票は１回利用することができます。妊婦

健診の基本検査項目が無料になります。（基本項目以外は自己負担）

 
○妊婦歯科健康診査受診票

産後はなかなか治療に専念できない状況となるので、妊娠中にきちんと診てもらうことが必

要です。つわりの落ち着く頃を目安に受診してください。妊娠中に市内の歯科医院で、 回無料

で歯科健診を受けることができます。

 
○新生児聴覚検査費用助成事業受検票兼助成券

出産後、産科医療機関入院中に行われます。赤ちゃんが眠っている間に小さな

音を聞かせ、先天性難聴を早期に発見します。検査時の痛みはありません。初回

検査、確認検査に要した費用の全額を助成します。

 
○妊産婦医療費給付事業

市に住所を有する妊産婦（妊娠５か月目から出産の翌月末まで）が、医療費の心配をせずに適

切な医療を受けられるよう、医療機関（病院・診療所・調剤薬局・整骨院）などを受診した際の

保険診療にかかる一部負担金を助成する制度です。所得制限はありません。申請が必要です。

■問い合わせ：総合窓口課 医療給付係

○妊娠・出産・子育てケアプラン

妊娠届出時に、助産師または保健師等が妊

娠期の過ごし方や受けられる市のサポート

などを妊婦さんと一緒に考え、その方にあっ

たケアプランを提案します。

 
 

 

 

　妊娠おめでとうございます。

　妊娠中は新しい命を授かった喜びや、つわりなどで起こる体調の変化、これから始まる

育児や生活への期待と不安が入り混じっている時期かもしれません。

　市では、大切な家族を迎えるまでの妊娠・出産の時期を安心して過ごすことができるよ

う、さまざまなサポートを行っています。

≪妊娠期からの支援・健康管理≫ ■問い合わせ：こども家庭センター　母子保健係

■問い合わせ：総合窓口課  医療給付係

○母子健康手帳の交付

○妊婦一般健康診査受診票・子宮頸がん検診票

○妊婦歯科健康診査受診票

○新生児聴覚検査費用助成事業受検票兼助成券

○妊産婦医療費給付事業

○妊娠・出産・子育てケアプラン

　母子健康手帳は、妊娠中だけでなく、 

赤ちゃんが生まれてから就学前までの育 

児の記録になるものです。

　手帳の記録は次の妊娠、出産、育児の 

大切な資料となるだけでなく、予防接種

の証明としても使われます。

　妊婦さんとお腹の赤ちゃんの健康を確認し、妊娠が順調かどうかを診る大切な健診

です。妊婦一般健康診査受診票は妊娠中に１４回、子宮頸がん検診票は１回利用する

ことができます。妊婦健診の基本検査項目が無料になります。

  （基本項目以外は自己負担）

　妊娠中は、口内環境の変化によりむし歯や歯周病がおこりやすくなり、歯周病によ

り早産や低出生体重児出産のリスクが高まる可能性があります。生まれてくる赤ちゃ

んのためにもお母さん自身のお口の健康を保つことが必要です。

　妊娠中に市内の歯科医院で、１回無料で歯科健診を受けることができます。つわり

が落ち着いた頃を目安に受診してください。

　出産後、産科医療機関入院中に行われます。赤ちゃんが眠っている間

に小さな音を聞かせ、先天性難聴を早期に発見します。検査時の痛みは

ありません。初回検査、確認検査に要した費用の全額を助成します。

　市に住所を有する妊産婦（妊娠５か月目から出産の翌月末まで）が、医療費の心配

をせずに適切な医療を受けられるよう、医療機関（病院・診療所・調剤薬局・整骨院）

などを受診した際の保険診療にかかる一部負担金を助成する制度です。所得制限はあ

りません。申請が必要です。

　外国語版（英語、中国語、インドネシア語、タガロ

グ語版）も用意しています。

　妊娠届出時に、助産師または保健師等

が妊娠期の過ごし方や受けられる市のサ

ポートなどを妊婦さんと一緒に考え、そ

の方にあったケアプランを提案します。
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○ハロー赤ちゃん教室

○産前・産後サポート事業

◎里帰り先での受診について

◎受診票などの取扱いについて

　安心して出産を迎え、育児ができるよう、妊娠中の過ごし方や沐浴体験等の講話や

実技を通して、お父さん・お母さんになる準備をします。

　平日コース      １コース３回×３コース

　土曜日開催      単日３回

　●個別健康相談

　　初妊婦の方には、妊娠中期頃にこども家庭センター母子保健係より体調確認のお

　電話をします。不安なことなどありましたらご相談ください。

　●すまいるママサロン（集団参加型健康相談）

　　妊婦さん及び１歳未満のお子さんをもつ産婦さんの

　相談の場と仲間づくりを応援します。

　　日時：月１回

　　場所：宮古保健センター等

　●姓が変わった場合・宮古市内の転居の場合

　　受診票はそのまま使うことができます。新しい姓又は住所を記入してご使用くだ

　さい。

　●他市町村へ転出の場合

　　宮古市で発行した受診票は使うことができません。転出先の市町村で再度交付を

　受けましょう。

妊婦・乳児受診票

新生児聴覚・産婦受診票

予防接種予診票

里帰りする前にご連絡ください

医療機関 

（県内）

おおむね使用できます。 広域パスポートの申請が事前に必要で

す。産後速やかに各保健センターへ電

話等での申込みをしてください。

医療機関 

（県外）

受診票等は使用できません。自己負担

後に、健康診査費用等の助成の申請を

することができます。その後規定に従

い健診費用等を助成いたします。

医療機関への依頼書の申請が事前に必

要です。接種費用を自己負担後に、予

防接種費用の助成の申請をすることが

できます。その後規定に従い予防接種

費用を助成いたします。
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第２章 こんにちは赤ちゃん　～誕生から 1歳まで～

誕
生
か
ら
１
歳
ま
で

　ご出産おめでとうございます。

　いよいよ、赤ちゃんとの生活のスタートです。かけがえのない新しい命を、みんなで大

切に育てていきましょう。

　また、子育て中には、楽しいことや嬉しいこともたくさんありますが、時に悩んだり不

安に思ったりすることもあるでしょう。ひとりで抱え込まず、いつでも相談してください。

　安心して赤ちゃんを育てていけるよう、市では赤ちゃんとご家族を見守るさまざまなサ

ポートをしています。

○出生届

○赤ちゃん誕生連絡票

○乳児一般健康診査受診票

○産婦健康診査受診票兼助成券

　お子さんが生まれた日から数えて１４日以内（１４日目が休日の場合は翌日）に届

出をしてください。

　届出先：本籍地・住所地または出生地の役所

　●届出に必要なもの

　　・出生届 （届書は、病院・産院などにあり、届出には医師等の証明が必要です。）

　　・母子健康手帳、健康保険証等、通帳、赤ちゃん誕生連絡票、両親のマイナンバー

　●お渡しするもの：乳児一般健康診査受診票・予防接種予診票

　妊娠中や出産時のお母さんの経過、生まれた赤ちゃんの様子などを記入し、出生届

の際に市役所総合窓口課（田老、新里、川井総合事務所等でも可）に提出してくださ

い。市外で出生届を提出した場合は、直接こども家庭センターへ郵送でも構いません。

　赤ちゃんの成長や発達についての健診です。１か月、３か月、６か月、

９か月の各１回の健診は医療機関で必ず受けましょう。

　産後間もないお母さんの健康管理や授乳、育児のサポートのための大切な健診です。 

妊娠届出時に「１回目（産後２週間）・２回目（産後４週間）」を交付します。１回あ

たり５千円を上限に助成します。

　その他必要な手続きなど（出生届と同時に行います。後日手続きする場合は、下記

届出先での手続きとなります。忘れずに手続きを行いましょう。）

■問い合わせ：総合窓口課  市民窓口係

≪産後の支援・健康管理≫ ■問い合わせ：こども家庭センター　母子保健係

手続き 期限 届出先

出産育児一時金 出生届出後 総合窓口課　国民健康保険係 

  （国保加入者のみ。国保以外の方

　は職場での手続きになります）

児童手当 生まれた日の翌日から１５日以内 こども家庭センター　子育て支援係

子ども医療費受給者証 出生届出後できるだけ早く 総合窓口課　医療給付係
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○乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）

○産後ケア事業

○子育てケアプラン

　生後３か月頃までの赤ちゃんを助産師や保健師等が訪問し、 育児の相談や、子育て

支援に関する情報提供を行います。

　産後のお母さんが安心して子育てができるよう、心と体のケアや育児の

サポートを行います。

　●通所（デイサービス）型産後ケア

　　市内の施設※で、日帰りでケア等が受けられます。

　　※伊東産婦人科医院

　●訪問（アウトリーチ）型産後ケア

　　自宅でケア等が受けられます。（助産師や保健師等が訪問します。）

　乳児家庭全戸訪問時に、助産師や保健師等が産後の過ごし方や受けられる市のサポ

ートなどを産婦さんと一緒に確認し、その方に合った子育てケアプランを提案します。

○産前・産後サポート事業

○ハッピーベビー教室

○モグモグ離乳食教室

○妊産婦・乳幼児相談・訪問指導

　●個別健康相談

　　出産後、４週間以内に、こども家庭センター母子保健係より体調や育児について

　確認のお電話をします。不安なことなどありましたらご相談ください。

　●すまいるママサロン（集団参加型健康相談）

　　妊婦さん及び１歳未満の

　お子さんをもつ産婦さんの

　相談の場と仲間づくりを応

　援します。

　　日時：月１回

　　場所：宮古保健センター等

　　生後４～５か月児の父母を対象に、離乳食

　の体験や講話、赤ちゃんの歯のケア、発育・

　発達、病気の対応などについて学ぶ教室です。

　　生後６か月児の父母を対象に、離乳中期に

　ついて体験や講話を交え学ぶ教室です。

　　保健師、助産師、管理栄養士、歯科衛生士等が妊娠・出産・産後について不安な

　ことや心配なこと、赤ちゃんやお子さんの健康や育児に関する相談に応じます。

　日時：月曜日～金曜日（ただし祝日および年末年始は除く）  8:30 ～ 17:00

　　●電話相談  ●来所相談  ●家庭訪問
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第３章　すくすく子育て

す
く
す
く
子
育
て

　赤ちゃんも初めての誕生日を迎え、家族の絆も日に日に深まってきていることでしょう。

　市では引き続き、お子さんのすこやかな成長と育ち、子育てを応援します。

≪健康相談・健康診査≫  ■問い合わせ：こども家庭センター　母子保健係

○乳幼児相談

○１歳児健康相談　　○２歳児健康相談　　○２歳６か月児健康相談

○１歳６か月児健康診査

○乳幼児健康相談・健康教育

○３歳児健康診査

　保健師、助産師、管理栄養士、歯科衛生士等が、お子さんの健康や育児に関する相

談に応じます。

　●電話相談や来所相談

　■日時：月曜日～金曜日（ただし祝日および年末年始は除く）8:30 ～ 17:00

　対象の方には個別に通知します。

　●身体計測、歯科健診、フッ化物塗布、歯の染め出し（２歳６か月児のみ）

　　各種相談（子育て・栄養・歯の健康に関すること）

　対象の方には個別に通知します。

　●問診、身体計測、歯科健診、内科診察、フッ化物塗布

　　各種相談（発育・発達・子育て・栄養・歯の健康に関すること）

　遊具等を準備し場所を開放しています。こども家庭センター等の保健師や管理栄養

士等が相談に応じます。

　対象の方には個別に通知します。

　健診を受ける前に、ご家庭で視力、聴力検査と採尿をお願いします。

　●問診、視力検査、身体計測、歯科健診、歯の染め出し、内科診察、フッ化物塗布

　　各種相談（発育・発達・子育て・栄養・歯の健康に関すること）

宮古地区
田老地区 

（のびっこ広場）
新里地区

川井地区 

（のびっこ広場）

内容

すくすくランド「健

康相談会」と同時開

催

子育て支援センター 

  「キッズ田老」と同

時開催

乳幼児期家庭教育学 

級「めばえ」と同時

開催

家庭教育事業「子育

て学習塾」と同時開

催

開催 ７回/年 ３～５回/年 ５回/年 ３～４回/年

時間 10:45～11:45 10:00～11:30 10:00～11:30 10:00～11:30
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≪こどものそだちの相談≫  ■問い合わせ：こども家庭センター　こどものそだち応援係

≪予防接種≫ ■問い合わせ：健康課

　定期予防接種は、予防接種法によって対象年齢や接種期間などが定められています。

◆小学校入学前までの定期予防接種一覧

＊★接種開始月・年齢により受ける回数が異なります。

　出生届出の際にお渡しする「予防接種のお知らせ」を確認してください。

定期予防接種の種類 対象年齢
接種

回数

通知

時期

ロタウイルス ★
１価：生後６週から24週まで ２回

出
生
届
出
時
に
配
布

５価：生後６週から32週まで ３回

小児用肺炎球菌 ★ 生後２月～60月（５歳）に至るまで ４回

Ｂ型肝炎 生後２月～12月に至るまで ３回

五種混合 生後２月～90月（７歳６か月）に至るまで ４回

ＢＣＧ 生後５月～12月に至るまで １回

麻疹風疹混合（MR）

混合１期
生後12月～24月に至るまで １回

水痘 生後12月～36月に至るまで ２回

日本脳炎１期 ３歳～90月（７歳６か月）に至るまで ３回

麻疹風疹混合（MR） 

混合２期
小学校就学前年度の者 １回 ４月

１歳

３歳

( )

( )

誕生月の
前月末

誕生月の
前月末

０歳から１８歳までのこどもとその保護者・家族に対して相談と支援を行います。

○こどもとその保護者、家族の相談

○そだちの相談（発達の相談・ことばの相談）

○就学に関することや学校への引継ぎに関する相談

　…からだや気持ちのこと、友達のこと、学校のこと、子育てのこと、こどもの発達

　　のこと、こどもへの対応の仕方などの相談に応じます。

　…就学前のこどもを対象に、検査や面談をとおして、発達を確認し、今後の関わり

　　方や環境調整のヒントについて保護者と一緒に考えていきます。

　※小中学生の心理検査は教育委員会が対応します。

　※高校生以上の心理検査には市では対応していません。

　…学校生活や学習への不安や心配についての相談に応じます。
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○妊婦のための支援給付・相談支援

　安心して妊娠・出産・子育てできるよう、妊娠期から子育て期まで切れ目なく相談

やサポートを行う「相談支援」と妊婦のための支援給付金を支給する「経済的支援」

を一体的に行います。

　●相談支援

　　妊娠届出時の面接や妊娠８か月頃のアンケート実施、乳児家庭全戸訪問時の面接

　等を行います。

　●経済的支援

　　①１回目の支給（母子健康手帳交付時に申請）：妊婦１人につき５万円

　　②２回目の支給（乳児家庭全戸訪問時に申請）：お子さん（胎児）１人につき５万円

　　　（出産予定日の８週間前の日以降、申請可能）

　　※胎児心拍を確認した後に、妊娠が継続しなかった場合も対象となります。

第４章　手当や制度

手

当

や

制

度

　ご家族の所得や世帯状況に応じた実施となるものもあります。

　また、年度により基準が変更となる場合もありますので、詳しくは担当課までご連絡ください。

■問い合わせ：こども家庭センター　母子保健係

■問い合わせ：こども家庭センター　子育て支援係

○出産育児一時金

　被保険者が出産したとき、申請すると世帯主に出産育児一時金が支給されます。 

Ｑ．国民健康保険に加入しています。出産育児一時金の支給額を教えてください。

Ａ．50万円です。産科医療補償制度に加入していない医療機関で分娩される場合、

　　在胎週数22週以降に達した日以後の出産でない場合は、48万８千円となります。 

Ｑ．直接支払制度って何？

Ａ．病院等から請求される出産費用について、出産育児一時金の範囲内で、国保（健

　　康保険）から病院等に直接支払う制度です。手続きについては、医療機関にご確

　　認ください。

＊国民健康保険以外の方は、加入している健康保険（協会けんぽ、共済、組合等）に確認してください。

口座振込により、原則として、偶数月の５日に前々月、前月分を支給します。

■問い合わせ：総合窓口課　国民健康保険係

○児童手当

　児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな育ちを社会全体で応援する制度です。

児童手当を受けた方は、手当をその趣旨に従って用いなければならない責務が法律上

定められています。

＊支給対象  高校生年代（18歳の誕生日後の最初の3月31日）までの児童を養育して

　　　　　  いる方に支給されます。

◆届出に必要なもの　・父と母の個人番号（マイナンバー）が分かるもの

　　　　　　　　　　・口座番号が分かるもの（通帳、キャッシュカードなど）

◆支給月額
児童の年齢

児童手当の額

第１子・第２子 第３子以降

３歳未満 15,000円
30,000円

３歳以上から高校生年代 10,000円
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○子ども医療費給付事業

○宮古市在宅子育て支援金

〇宮古市妊産婦アクセス支援事業

〇宮古市低所得の妊婦に対する初回産科受診料助成事業

　出生の日から高校卒業相当（18歳に達した日以後の最初の3月31日）までの児童  ・  生

徒等を対象に、医療機関等を受診した際の保険診療にかかる一部負担金を助成します。

　医療費の助成を受けるためには受給者証の交付を受ける必要があります。

　出生から満３歳に達する月までのお子さんを養育する世帯のうち、保育施設など（保

育所（園）、 認定こども園、家庭的保育事業所）を利用しないで子育てをしている世帯

に対して子育て支援金を給付します。

　支給額：児童１人あたり月額１万５千円

　市外の周産期母子医療センターへ通院するハイリスク妊産婦の

交通費・宿泊費の一部を助成します（上限額１０万円）　　

　　　　　　　　　※詳しくは市ホームページをご覧ください。 ➡

　市民税非課税世帯、生活保護世帯の方の初回産科受診（妊娠判

定のための受診）に対する費用の助成を行います（上限額１万円）

　　　　　　　　　※詳しくは市ホームページをご覧ください。 ➡

支給方法について

＊予防接種、入院時の食事代、健康保険の適用外となるものについては助成の対象になりません。

対象 支給方法 内容

未就学児 現物給付 県内医療機関の窓口で、受給者証を提示することにより、一部負 

担金は支払う必要はありません。小学生

中学生

高校生

＊県外医療機関を受診された場合は一部負担金を支払い、後日、領収書、受給者証をお持ちのうえ、

　市役所または各総合事務所で給付申請してください。

＊医師が疾病または負傷の治療上必要であるとして製作される「治療用装具」については、現物

　給付の支給方法を利用できません。治療用装具費用を支払い後、加入している医療保険（社保、

　国保等）の保険者へ７割分（未就学児は８割分）の支給申請を行っていただくとともに、領収

　書、受給者証をお持ちのうえ、市役所または各総合事務所で３割分（未就学児は２割分）の給

　付申請をしてください。治療用装具費用が高額で支払いが困難なときは、「子ども治療用装具費

　用貸付制度」を利用できますので、ご相談ください。

■問い合わせ：総合窓口課　医療給付係

■問い合わせ：こども家庭センター　子育て支援係

■問い合わせ：こども家庭センター　母子保健係

■問い合わせ：こども家庭センター　母子保健係
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＜障がいのあるお子さんのために＞

　対象の方には「障がい福祉の手引き」を配布しています。

≪手帳の交付≫ ■問い合わせ：福祉課　障がい福祉係

○身体障害者手帳

　身体に障がいのある方の自立や社会活動への参加を促進し、様々なサービスや支援

を受けやすくするために交付される手帳です。

  〔対象〕視覚、聴覚、平衡機能、音声機能、言語機能、そしゃく機能、肢体不自由（上肢・下肢・

　　　　体幹・ 脳原性運動機能障害）、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸機能、

　　　　小腸機能、免疫機能、肝臓機能のいずれか又は複数に永続する障がいがある方

  〔対象〕児童相談所等において、知的障がいと判定された方

○療育手帳

　知的障がいのある方が一貫した療育や援護等を受け、様々なサービスや支援を受け

やすくするために交付される手帳です。

≪手当と助成≫

○特別児童扶養手当

○障害児福祉手当

○小児慢性特定疾病医療費助成制度

　精神（知的含む）または身体に一定の障がいを有する20歳未満の児童等を監護して

いる父母または養育者に支給されます。

　20歳未満の在宅で生活されている方のうち、精神（知的含む）または身体に重度の

障がいを有し、日常生活において常時の介護を要する状態にある方に支給します。

　１８歳未満の児童で、小児慢性特定疾病の対象基準に該当し、指定医療機関で治療

を受けている方に対して医療費の一部を助成する制度です。

（所得制限あり）

（所得制限あり）

■問い合わせ：こども家庭センター　子育て支援係

■問い合わせ：福祉課　障がい福祉係

■問い合わせ：宮古保健所　☎０１９３－６４－２２１８

○重度心身障害者医療費給付事業

　重度心身障がい者（児）が医療機関を受診した場合にかかる自己負担額を助成するも

のです。

■問い合わせ：総合窓口課　医療給付係

○心身障害者扶養共済制度

　障がいのある方を扶養している保護者が一定の掛け金を納付することにより、保護

者が万が一、死亡または重度障がいになったときに、障がいのある方に一定額の年金

を支給するものです。

■問い合わせ：福祉課　障がい福祉係
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○補装具費・日常生活用具の支給

○障害児通所支援給付費

　身体機能を補完・代替し、日常生活や就労、就学のために使用する補装具・日常生

活用具の購入等の費用の一部を公費で負担する制度です。身体障害者手帳を所持する

方及び難病患者等が対象となります。必ず購入等前に申請する必要があります。また、

補装具については、種目により岩手県福祉総合相談センターの判定が必要となります。

●児童発達支援

　障がいのある子どもに日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓

練等を行います。

　宮古市内の事業所：すこやか幼児教室（宮古市社会福祉協議会）

　　　　　　　　　　児童発達支援センターかぐや（社会福祉法人若竹会）

●計画相談支援（障害児支援利用援助）

　障害児通所支援を利用する障がいのある子どもを対象にサービスの内容等を定めた

障害児支援利用計画案を作成し、支給決定が行われた後に当該支給決定の内容を反映

した障害児支援利用計画の作成を行います。

　宮古市内の事業所：相談支援事業所れいんぼー（宮古圏域障がい者福祉推進ネット）

　　　　　　　　　　宮古市社会福祉協議会相談支援事業所

　　　　　　　　　　相談支援事業所きゃんばす

　　　　　　　　　　相談支援事業所「まつやま」

≪医療・サービス等≫ ■問い合わせ：福祉課　障がい福祉係

＊利用料負担について

　国の幼児教育・保育の無償化の制度にあわせ、３歳～就学前の利用者負担が無償化されました。

さらに宮古市では、０歳～２歳の利用者負担が無償となるよう支援します。

　ご不明な点は、お問い合わせください。

＊その他、様々な制度やサービス等がありますので、いつでもお問い合わせください。

＊法律や制度に基づくもの以外は「障がい」と表記しています。

＜小さく生まれたお子さんへ＞

○養育医療

　市内に居住する身体が未熟なまま生まれた児で、医師が入院による養育が必要と認

めた場合に対象となります。

　指定養育医療機関で入院した医療費の給付が受けられます。

■問い合わせ：こども家庭センター　母子保健係
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○児童扶養手当

○女性相談事業

　父又は母のいない児童の家庭や、実質的に父又は母が不在の状態にある児童の家庭

に対し、 その生活の安定と自立の促進を図ることを目的として支給されるもので、児

童が心身ともに健やかに成長するよう役立ててもらおうとするものです。

　18歳に到達後最初の3月31日までの間にある児童又は20歳未満で法令で定める程度

の障害の状態にある児童を養育している方に支給されます。ただし、前年（１月から

１０月までの月分の手当については前々年）の所得が一定額以上の場合には、所得制

限により一部又は全部が支給されません。

　生活に様々な問題を抱えた女性の相談に応じます。女性に対する暴力相談（DV相談）

にも応じています。

●手当月額

●所得制限限度額表

児童１人

児童２人以上のときの加算額

（児童１人の金額に

下記金額を加算）

全部支給 46,690円 11,030円

一部支給 

（所得による）

46,680～11,010円 11,020～5,520円

扶養親族等の数

請求者本人（母又は父）の所得制限限度額 孤児等の養育者、配偶者、

扶養義務者の所得制限

限度額
全部支給の所得制限

限度額

一部支給の所得制限

 限度額

０人 69 万円 208 万円 236 万円

１人 107 万円 246 万円 274 万円

２人 145 万円 284 万円 312 万円

３人 183 万円 322 万円 350 万円

４人 221 万円 360 万円 388 万円

５人 259 万円 398 万円 426 万円

■問い合わせ：こども家庭センター　子育て支援係

■問い合わせ：総合窓口課　医療給付係

○ひとり親家庭等医療費給付事業

　ひとり親家庭等に対して医療費の自己負担を助成することによって、必要とする医

療の受診を容易にし、ひとり親家庭等の経済的負担の軽減と母（父）と子の健康を維持

します。

＊その他、様々な制度やサービス等がありますので、いつでもお問い合わせください。
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＜不妊治療の助成・相談＞

〇宮古市生殖補助医療費等費用助成事業

〇特定不妊治療交通費助成

１　生殖補助医療及び生殖補助医療と併用した先進医療

　　医療保険適用の生殖補助医療（体外受精や顕微授精）に要した費用の一部助

　　成に加え、保険診療と併用で実施した先進医療（医療保険適用外）の費用を

　　助成します。

２　妊孕性温存治療及び温存後生殖補助医療

　　将来こどもを産み育てることを望む小児・ＡＹＡ世代（注）のがん等の治療

　　をされる方に対し、がん治療開始前の妊孕性温存治療等に要した費用を一部

　　助成します。

　　 （注）ＡＹＡ世代とは１５～３９歳までの世代を言います。

　　　　　　　 ※詳しくは、市ホームページをご覧ください。 ➡

　　岩手県では、保険適用の特定不妊治療（※）を受けた方の経済的負担を軽減

　するため、通院にかかる交通費の一部を助成します。

　（※体外受精、顕微授精及び精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術）

●対象者（次の条件を全て満たしている方）

　・治療開始時において法律上の婚姻していること（事実婚を含む）

　・治療を受けた本人が岩手県（盛岡市を除く。）に居住し、その事実が住民基

　　本台帳に 記載されていること。

●申請

　　治療終了日の翌日から起算して３か月以内に、居住地を管轄する保健所に直

　接申請してください。

　＊申請にあたっては、事前に居住地を管轄する保健所にお問合せ下さい。

〇不妊・不妊治療に関する全般的な相談について

【問い合わせ】

　こども家庭センター　母子保健係

【岩手県「特定不妊治療交通費助成金」に関する問い合わせ】

　宮古保健所　保健課（宮古市五月町１－２０　　電話：０１９３－６４－２２１８）

岩手・盛岡不妊専門相談センター（岩手医科大学附属内丸メディカルセンター）

電話相談：毎週火・水曜日　１４：３０～１６：３０　電話：０１９－６５３－６２５１
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第５章　子育てを楽しもう！　～こどもとおでかけ♪～

こ
ど
も
と
お
で
か
け

　子どもと一緒に楽しめる場所にでかけて、子育て中の生活を楽しんでみませんか。雨の

日でもいろいろなおもちゃで遊べる場で、お子さんものびのび。お母さんもゆったり。

　市内には、楽しい出会いとつどいの場がたくさんあります。気軽に一度足を運んでみて

ください。

○子育て支援センター「にこにこルームみやこ」

○つどいの広場

　保護者の方へ子育ての大切さや楽しさを知らせるとともに、子ども・親同士の交流

を深める場を提供しています。

　●所　  在　  地　　小山田二丁目７－３（小山田保育所内）

　●電　　　　話　　６２－０８８４　ＦＡＸ６３－３３２６

　●開 設 時 間　　月～金  9：00 ～ 12：00 ／ 13：00 ～ 15：00

　●休　　　　日　　土・日・祝日・年末年始

　●利用できる方　　未就学児（０歳～６歳）とその保護者

　●駐　  車　  場　　マリンコープ・ドラ駐車場（コインランドリー裏）

　乳幼児を持つ親とその子どもが気軽に集まり、打ち解けた雰囲気の中で語り合い、

交流を図り、育児相談などを行うところです。

すくすくランド ひよこクラブ のびっこクラブ

所 在 地 神林３－１

宮古市地域創生センター 

〔うみマチひろば〕１階

西町三丁目３－２６

認定こども園宮古ひかり

磯鶏沖４－２０

認定こども園そけい幼稚園

電話番号 ６３－８０６１ ６２－６８４５ ６２－８６７８

開設時間 毎日 

10：00 ～ 17：00

※ただし、13:00～14:00

　は清掃作業のため、利

　用はお控えください。

月～土 

9：00 ～ 14：00

月・水・金 

9：00 ～ 12：00 

13：00 ～ 15：00

休 日 年末年始・宮古市地域創

生センター休業日

日・祝日・盆休み・年末

年始

火・木・土・日・祝日・盆

休み・年末年始

利 用 者 ０歳～小学２年生までの

児童とその保護者

未就学児（０歳～６歳）

とその保護者

未就学児（０歳～６歳）と

その保護者

駐 車 場 宮古市地域創生センター 

〔うみマチひろば〕駐車場

認定こども園宮古ひかり

駐車場

認定こども園そけい幼稚園 

駐車場

■問い合わせ：こども家庭センター　子育て支援係
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○乳幼児期家庭教育学級

　乳幼児を持つ親同士の交流、育児についての悩みや情報を交換する場として実施し

ています。開催日は広報みやこでお知らせします。その都度、参加申し込みが必要です。

家庭教育学級名 開  催 対  象

  【宮古】はなまるフレンズ 

■問い合わせ：生涯学習課　社会教育係

  （☎ 68-9119）

６回／年 

（6～12月）

生後６か月～未就学児と保護者、

家族

  【田老】おひさまクラブ 

■問い合わせ：田老公民館（☎ 87-2976）

４回／年 

（6～12月）

０歳～未就学児と保護者、家族

  【新里】めばえ　　新里保健センターと共催 

■問い合わせ：新里生涯学習センター

  （☎ 72-2019）

６回／年 

（6～12月）

０歳～未就学児と保護者、家族

  【川井】子育て学習塾

川井保健センター（のびっこ広場）と共催 

■問い合わせ：川井生涯学習センター

  （☎ 76-2167）

不定期 ０歳～未就学児と保護者、家族 

〇ブックスタート事業

〇おはなし会・こども映画会

　お子さまといっしょに絵本をひろげると、しあわせもいっしょにひろがります。お子

さまにとどけたい・語りかけたいやさしい絵と、やさしいことばがひろがります。

　図書館の「こどもとしょしつ」や、田老分室・新里分室・川井分室には、楽しい絵

本や紙芝居があります。また、おはなし会（絵本読み聞かせ）やこども映画会なども

行っています。開催日は広報みやこでお知らせします。

■問い合わせ：生涯学習課　社会教育係（☎ 68-9119）

■問い合わせ：図書館・各分室

【７か月児】 【３歳児】

生後７か月を迎えるころに、

絵本１冊とともに保護者あて、

郵送により贈呈します。

３歳児健診の際に、絵本１冊と

ともにその場で贈呈します。

《電話番号》　市立図書館（62-2414）　図書館田老分室（87-2976）　同新里分室（72-2019）

　　　　　　同川井分室（76-2167）

開催日により、未就園児の親子

が対象の場合と、就園児の親子

が対象の場合があります
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第６章　幼稚園・認定こども園・保育所・家庭的保育等

幼
稚
園
・
認
定
こ
ど
も
園
等

　保護者の生活や要望を踏まえて、安心して預けられるところを探しましょう。

　あなたにあった預け先は？下の表で確認してみましょう。

お子さんの年齢は？

３～５歳

いいえ いいえ 

０～２歳

はい はい

保育を必要とする

事由に該当しますか

１号認定

教育標準時間認定

幼

稚

園

認

定

こ

ど

も

園

保   

育   

所（
園
）

認

定

こ

ど

も

園

小
規
模
保
育
事
業
所

家
庭
的
保
育
事
業
所

２号認定

保育認定

３号認定

保育認定

＊１

認定対象外です

＊１

必要に応じて、一時

保育などの支援が利

用できます。

保育を必要とする

事由に該当しますか

＊年齢の基準日は、預けたい年度の４月１日時点。

保育を必要とする事由

◆就労　◆妊娠・出産　◆保護者の疾病・障がい　◆二親等以内の親族の介護・看護

◆災害復旧　◆求職活動　◆就学中　◆虐待やＤＶのおそれがあること　◆育児休業取得中

　に、 既に保育を利用している子どもがいて、継続利用が必要であること　◆その他

●教育認定・保育認定

　認定こども園や保育所（園）、家庭的保育事業所等、子ども・子育て支援新制度に移

行した幼稚園を利用する場合には、教育・保育の必要性の認定を市から受けることに

なります。認定される区分によって、下表のとおり、利用できる施設が変わります。

年齢 認定区分 利用先 認定条件

満３歳以上 １号認定 

（教育標準時間認定）

認定こども園 

（幼稚園機能）

新制度移行の幼稚園

教育を希望する場合

２号認定 

（保育認定）

保育所（園）

認定こども園 

（保育所機能）

小規模保育事業

家庭的保育事業

保育の必要な事由があり、保育所等

での保育を希望する場合

３歳未満 ３号認定 

（保育認定）
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●保育の必要量について

　２・３号認定を受ける方は、保育の必要量によってさらに「保育標準時間」と「保

育短時間」に区分され、その時間の範囲の中で利用できます。

保育標準時間 フルタイム就労を想定した利用時間（最長 11 時間）の区分です。

保育短時間 パートタイム就労を想定した利用時間（最長８時間）の区分です。求職活

動を理由として保育所入所となった世帯は、こちらに該当します。

＊短時間利用の利用時間帯は、保育施設により異なります。

●申請時期

●利用の流れ

　４月入所：11月頃に「広報みやこ」でお知らせします。

　５～３月入所：入所希望月の前月15日（閉庁日にあたる場合は、その直前の開庁日）まで。

新制度移行の幼稚園：小百合幼稚園

認定こども園：宮古泉幼稚園（幼稚園機能）

　　　　　　　宮古ひかり（幼稚園機能）

　　　　　　　そけい幼稚園（幼稚園機能）

　　　　　　　あかまえこども園（幼稚園機能）

　　　　　　　宮古泉幼稚園（保育所機能）

　　　　　　　そけい幼稚園（保育所機能）

・幼稚園、認定こども園に直接利用を

　申込みます。

・幼稚園、認定こども園から入園の内

　定を受けます。

・幼稚園、認定こども園を通じて認定

　の申請をします。

・市から認定証が交付されます。

・幼稚園、認定こども園に入園

・市または家庭的保育事業所、認定こども園に、利

　用申込みと「保育の必要性」の認定申請をします。

・市から認定証が交付されます。

・申請者の希望、保育所の状況等によ

　り、市が利用調整をします。

・保育所、家庭的保育事業所、認定こ

　ども園に入所（入園）

保育所（園）：Ｐ２０ページをご覧ください

認定こども園：宮古ひかり（保育所機能）

　　　　　　　あかまえこども園（保育所機能）

小規模保育事業所：ククナの家、みいつけた

　　　　　　　　　かきのき保育園

家庭的保育事業所：家庭的保育ルームつくしんぼ

　　　　　　　　　ぶどうのき、ぽかぽかてらす

　　　　　　　　　家庭的保育室いちごハウス

　　　　　　　　　こぐまハウス、保育室モアニ
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●認定こども園と保育所（園）等の違いは？

認定こども園（幼稚園機能） 

新制度移行の幼稚園

保育所（園）

認定こども園（保育所機能）

小規模保育事業所 

家庭的保育事業所

対象 満 3 歳から小学校就学前 保育の必要な乳児（１歳未満）

幼児（１歳から小学校就学前）

必要な認定 １号認定 ２・３号認定

保育時間 

１日の流れ 

（例）

原則１日４時間

延長（預かり保育）も可

長期休業（夏休み冬休み）あり

原則１日８時間

延長保育実施保育園あり

長期休業なし

8:30　登園・遊び 

10:30　朝の集い

　　　クラス活動 

　　　（カリキュラムに基づく活動） 

11:30　給食準備・昼食 

12:40　片付け・遊び 

14:00　降園または預かり保育 

18:30　預かり保育降園

7:30　開所（開所時間は施設に

　　　 よって異なります） 

9:30　３歳未満児おやつ

　　　 自由遊び 

11:30　０歳児から順次給食 

13:00　午睡 

15:00　おやつ 

16:00　自由遊び ･随時降所 

18:00　閉所（閉所時間は施設に

　　　 よって異なります）

給食 任　　意 義　　務

週４回または５回

副食給食（ご飯持参）または主食付き 

＊施設によって異なります。

３歳未満児は完全給食 

３歳以上は副食給食（ご飯持参） 

＊認定こども園宮古ひかりは３歳以

　上も主食付き

スクール

バス

利用可能 保育所・小規模保育事業所・家庭的

保育事業所…なし（保護者が送迎）

認定こども園…２号の児童が利用可能

就学前の幼児教育・保育に係る利用料（保育料）を無償化しています。

　宮古市では、令和元年10月から国の幼児教育・保育の無償化がスタートするの

にあわせ、無償となる対象範囲の拡大を中心とした独自の支援策を行っています。

　①国の無償化の対象外となる０歳～２歳児の保育料を無償化

　　  （国の無償化は３歳児～５歳児）

　②保育料から切り離され実費徴収される３歳児～５歳児の副食費への支援

　ご不明な点、詳細については、お問い合わせください。

■問い合わせ：こども家庭センター　保育係
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幼稚園・認定こども園・保育所・家庭的保育事業所・児童館一覧

区　分 施　　設　　名 電話番号 住　　所 受入年齢

保育所 

（公立）

愛宕保育所 62-3472 愛宕一丁目1-26 ６か月～

千徳保育所 62-4108 千徳町5-31 ６か月～

津軽石保育所（指定管理） 67-2217 津軽石4-40-8 ６か月～

小山田保育所 62-0875 小山田二丁目7-3 ６か月～

花輪保育所（指定管理） 69-2249 花輪4-2-1 ６か月～

山口保育所 63-0442 山口五丁目2-1 ６か月～（注）

佐原保育所 63-5846 佐原二丁目8-8 ６か月～

磯鶏保育所 62-3076 上村二丁目5-6 ６か月～

崎山保育所 64-0191 崎山3-1-2 ６か月～

田老保育所 65-7337 田老三王一丁目1-6 ６か月～

新里保育所 72-2318 茂市2-146-1 ６か月～

小国保育所　★ 78-2633 小国20-32-3 ２歳～

児童館 

（公立）

重茂児童館（指定管理）　★ 68-2343 重茂2-1 概ね３歳～

高浜児童館（指定管理）　★ 62-3464 高浜四丁目1-40 概ね３歳～

保育園 

（私立）

常安寺保育園 62-5624 沢田4-1 ６か月～

宮古保育園 62-3929 保久田1-5 ６か月～

いずみ保育園
本園 71-2323 上鼻二丁目6-6 6か月～3歳未満

分園 65-6810 近内三丁目8-23 6か月～3歳未満

幼稚園 小百合幼稚園 64-0388 宮町一丁目2-14 ３歳～

認定

こども園 

（私立）

宮古泉幼稚園 

（幼稚園型）

（幼稚園機能）
62-6365 上鼻二丁目6-6

３歳～

（保育所機能） ３歳児～

宮古ひかり 

（幼保連携型）

（幼稚園機能）
62-6845 西町三丁目3-26

３歳～

（保育所機能） ６か月～

そけい幼稚園 

（幼稚園型）

（幼稚園機能）
62-8678 磯鶏沖4-20

３歳～

（保育所機能） ２歳10か月児～

あかまえこども園 

（幼保連携型）

（幼稚園機能）
67-3340 赤前3-14-11

３歳～

（保育所機能） ６か月～

小規模

保育

事業所

小規模保育事業所ククナの家 070-2014-3967 上村一丁目9-6 3か月～3歳未満

小規模保育園みいつけた 77-5512 大通四丁目4-3-2 3か月～3歳未満

小規模保育事業所かきのき保育園 63-5836 山口五丁目5-10 6か月～3歳未満

家庭的 

保育

事業所

家庭的保育ルームつくしんぼ 77-5559 上鼻二丁目5-13 6か月～3歳未満

ぶどうのき 65-6283 山口三丁目2-23 6か月～3歳未満

ぽかぽかてらす 090-7337-1440 山口三丁目6-1 3か月～3歳未満

家庭的保育室いちごハウス 090-2270-4825 崎鍬ヶ崎5-16-3 3か月～3歳未満

こぐまハウス 63-8731 鴨崎町2-20 6か月～3歳未満

保育室モアニ 090-6702-4983 重茂2-4-4 3か月～3歳未満

＊　★欄の児童館等への入所については、各施設へ直接申込みください。

（注）受入年齢については随時お問い合わせください。
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第７章　あなたの育児に、そっと手を添える支援制度

一
時
的
に
あ
ず
け
る
と
き

○一時保育

●利用できる方、利用できる子

　保護者の通院、就労、リフレッシュしたい時などにご利用くだ

さい。直接、 施設に申込みください。

　１歳～就学前で宮古市に住所を有し、幼稚園や保育所等に入所していないお子さん

施設名 保育時間・休日 負担額

小山田保育所  （℡62－0875）

田老保育所  （℡65－7337）

新里保育所  （℡72－2318）

7:30～18：00　日・祝日は休み 

（土曜日は緊急のみ） 

＊週３日を限度とする

無料

区分 料金 その他

月曜日から金曜日 

（7:00～18:00）

500円 １時間未満の場合は１時間とする。 

１時間を超える場合は超えた時間の30

分ごとを単位とする（区分により30分

250円もしくは300円）。

＊保育の必要性の事由に該当する乳幼

児の預かり分に限り、無償化の対象とな

ります。詳しくはお問い合わせください。

月曜日から金曜日（上記時間外）

土曜日・日曜日・祝日・

年末年始（12月29日～1月3日）

600円

軽度の病気のお子さんへの預かりの援助 600円

NPO 法人名 住所 電話番号

特定非営利活動法人

ふれあいステーショ 

ン・あい

西町一丁目2番13号 64-4117 

090-7668-6311（ファミリーサポートセンター） 

080-2830-1208（ホームスタート）

○宮古市ファミリーサポートセンター（委託事業所）

○ホームスタート（子育て世帯訪問支援）

●１時間あたりの利用料金

　子育てを手助けしてほしい人と子育てのお手伝いができる人を結ぶ会員制の子育て

ネットワークです。

　●支援内容：お子さんを預かってほしいとき、保育施設や学童等への送迎など

　未就学児の子どもがいる家庭にボランティアスタッフが週に１回訪問し、一緒に家

事や育児をしたり話をしながら過ごします。利用料は無料です。

＊入会金、年会費はありません。きょうだい２人目から半額になります。

＊お子さんの食事代、おやつ代などの実費をいただくこともあります。

＊交通費については、援助活動内容や距離に応じた実費をいただくこともあります。

●申込み先　＊土日祝祭日・年末年始を除く

　・ファミリーサポートセンター（受付10:00～18:00）・ホームスタート（受付9:00～17:00）

■問い合わせ：こども家庭センター　子育て支援係

■問い合わせ：こども家庭センター　保育係
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○病後児保育「キッズケアルーム“のぞみ”」

●利用方法

　病気の回復期にある１歳～小学３年生までのお子さんを、仕事が休めない等の保護

者に代わり、専用の保育室で看護師・保育士の専門のスタッフがお預かりし、温かく

お世話する子育て応援サービスです。

施設名 対象児・保育時間・休日 負担額

キッズケアルーム“のぞみ” 

（小山田保育所内）

病気の回復期にある宮古市に在住

している１歳～小学３年生までの

お子さん 

8：00～17：30

土・日・祝日・年末年始は休み

無料

あらかじめ、小山田保育所で利用手順の事前登録をする。

施設に利用が可能か確認する。（１日４名まで）

医師より「宮古市病後児保育事業利用連絡書」を記入していただく

（有料）

※「連絡書」の取得にかかる費用（文書料）は申請により市から

　助成を受けることができます。

施設に利用申込みをする（申込書と医師からの「連絡書」を提出）

利用する。（１回の利用期間は７日以内）

■問い合わせ：こども家庭センター　保育係

〇こども誰でも通園制度

　すべてのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育に寄り添う支援制度です。

　保護者の就労の有無にかかわらず、月一定時間までの利用可能枠の中で、時間単位

で保育施設を利用できます。

　　　　　　　※こども誰でも通園制度について（こども家庭庁） ➡

●利用できる方、利用できる子
　０歳６か月～満３歳未満で宮古市に住所を有し、保育所や認定こども園等に入所し

ていないお子さん

●利用方法
　市ホームページから、実施保育施設や申込方法を確認できます。➡
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第８章　こどもがいる家庭の防災対策

こ
ど
も
が
い
る
家
庭
の
防
災
対
策

　地震や津波、洪水などの自然災害は、いつどこで起こるかわかりません。

　お住いの地区の避難場所（近くの高台）と避難所を事前に確認しておきましょう。また、

防災に必要なものは、非常時にさっと持ち出せるよう「非常持ち出し袋」を作っておきま

しょう。

　普段からの心構えや防災への備えがあなたと家族を守ります。

○こどものための主な災害時持ち出しリスト

このほか、懐中電灯、ラジオ、携帯充電器、貴重品など、家庭で用意しておくべき災害時の準備

用品リストも確認しておきましょう。

□母子健康手帳

　保険証・お薬手帳

□紙おむつ・おしりふき

　・ティッシュ・綿棒

□常備薬・体温計

　消毒液・マスク

□抱っこ紐

　授乳用ケープ

　バスタオル

□人工乳（粉・液体）

哺乳瓶・マグ・紙コップ

哺乳瓶の消毒ができ

ないときは紙コップ

で代用！

□ペットボトルの水

　非常食・ベビーフード

　・ スプーン

□使い捨てカイロ

ミルクやベビーフードなど

も温めることができます。

□小銭・現金□着替え・靴

○緊急連絡先

  「宮古市総合防災ハザードマップ」を確認できます。

お住まいの周辺などの危険箇所を確認しておきまょう。

○アレルギーのあるお子さんの

　困ったときの相談先　家族や親戚・親しい友人、病院の電話

番号を登録しておきましょう。

　携帯電話の電源が切れると電話番号を

確認できません。母子健康手帳等に記入

しておくことをお勧めします。

◆日本小児アレルギー学会

　HP：http://www.jspaci.jp

◆災害発生時の相談窓口

　(災害時以外は対応していません)

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：sup_jasp@jspaci.jp
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相 談 先 一 覧

相

談

先

一

覧

相       談       先 電話番号 内容

宮 

古 

市 

役 

所

こども家庭

セ ン タ ー

母 子 保 健 係 ０１９３－６８－９１２１

母子健康手帳交付、

妊婦・乳幼児の発育及び発達、

予防接種、子育ての相談

すこやかダイヤル

受付時間

平日9:00～16:00

０１２０－３８５－１９２

（フリーダイヤル）

こ ど も の そ だ ち

応 援 係
０１９３－６８－９１１７

１８歳までのそだちや発達、

家庭や子育ての困り事に

関する相談

子 育 て 支 援 係 ０１９３－６８－９０８４
児童手当、

女性の困り事の相談

保 育 係 ０１９３－６８－９０８８ 保育所、認定こども園など

子育て支援センター

（小山田保育所内）
０１９３－６２－０８８４

子ども・親同士の

交流を深める場

健 康 課

宮古保健センター ０１９３－６４－０１１１ 予防接種など

田老保健センター ０１９３－８７－２９７５
母子健康手帳交付、 

妊婦・乳幼児の発育及び発達、

予防接種、子育ての相談

新里保健センター ０１９３－７２－３５００

川井保健センター ０１９３－７６－２０３６

福 祉 課 障 が い 福 祉 係 ０１９３－６８－９１３５ 障害者手帳、サービスなど

総合窓口課

医 療 給 付 係 ０１９３－６８－９０７６ 妊産婦、子どもの医療費など

国 民 健 康 保 険 係 ０１９３－６８－９０７５ 出産育児一時金など

市 民 窓 口 係 ０１９３－６８－９０７７ 出生届の届出など

岩手県宮古保健所 ０１９３－６４－２２１８
特定不妊治療交通費助成、 

小児慢性特定疾病医療費など

岩手県宮古児童相談所 ０１９３－６２－４０５９
子どもの養育、

心身の発達に関する相談など



　  「妊娠・出産・子育てサポートガイド～元気

におがれみやこっ子～」は、妊娠から小学校入

学までにご利用いただける主なサービスなどに

ついて、宮古市の行政情報を紹介した冊子です。

　この冊子が、少しでもみなさまの子育てのお

役に立てればと思います。

　ひとつの命を、みんなで育てる。安心して子

育てができる、そんな宮古市をめざしています。
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